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                               平成９年１２月１８日  

 

単独飛行に係わる安全基準（滑空機）  

 

Ⅰ 離着陸及び空中操作  
１．制限気象条件等の設定  

１）使用機の性能、航空交通量、訓練飛行場の諸元、障害物件、周辺の地

形等を考慮して各科目別に次の条件を基準にして飛行安全上適切な

最低気象条件を設定すること。  

地上及び飛行視程     ５，０００メートル以上  

雲 高             ４００メートル以上  

（ただし、降水現象及び３００メートル以下に雲がないこと。）  

正対風           ５メートル以下  

横風分力          ３メートル以下  

  ２）雲量２／８以上の場合は雲上飛行は行わないこと。  

  ３）日出没どきで操縦に支障をきたす日光の照射を受ける場合は、離着陸は

行わないこと。  

 

２．飛行方式の設定  

  １）場周経路からの離脱及び場周経路への進入方式を設定すること。  

  ２）位置不明時の飛行方式を設定すること。  

  ３）緊急事態発生時の方式を設定すること。  

 

３．飛行の実施  

１）最初の単独飛行許可のための技能認定は担当教官を含む原則として２名

以上の教官に実施させること（主席飛行教官を含むことが望ましい）。  

２）最初の単独飛行は緊急時の処置を含む離着陸の技能認定を実施した後に

引き続き行わせること。  

３）連続して１週間以上飛行しなかった場合は、単独飛行を実施させる前に

教官に技能認定を行わせること。  

４）単独飛行を３回実施するまでは次の単独飛行までに教官同乗の飛行を行

わせること。  

 

５）単独機の監督を行う教官を指名し、その教官の指示のもとに練習を実



施すること。（監督を行う教官は単独飛行練習生の担当教官であるこ

とが望ましい）  

 

４．教官の指導要領  

  １）教官は飛行前に次の事項の確認を行ったうえ単独飛行を実施させること。 

ア．練習生の睡眠、風邪、下痢等の健康状態  

イ．使用機、ウインチ、曳航索等の整備状況  

ウ．気象（現況及び予報）  

エ．航空情報  

  ２）飛行前に次の事項を練習生に指示し、その理解を確認すること。  

ア．練習空域及び飛行経路  

イ．課目及び実施要領  

ウ．見張りの徹底  

エ．管制機関、フライトサービス局等（以下、管制機関等という）のモ

ニターの実施  

オ．緊急時における処置  

カ．その他安全上必要な事項  

  ３）教官は必要に応じ、飛行中の練習生に指示を与えること。  

ア．気象変化に伴う飛行中断等の指示  

イ．通過機等の飛行情報に基づく飛行方法の変更等の指示  

 

 ５．練習生に必要な知識、技能及び経験  

１）知識の確認  

      教官は、練習生が次の事項について必要な知識を有していると認めな

ければ単独飛行を行わせてはならない。  

ア．使用機の運用限界  

イ．飛行場周辺の地形及び障害物  

ウ．場周経路と着陸進入要領  

エ．緊急時（索切れ等）における不時着場  

オ．位置不明時の飛行方式  

カ．無線設備故障時の方式  

キ．使用機の訓練中の重量重心位置  

ク．有視界飛行方式による飛行についての飛行規則（進路権、気象条件、

最低安全高度等）  

ケ．具体的な見張りの方法  



コ．空域の把握及び失速の科目を行う場合には人家密集地を避ける等そ

の利用法  

２）技能の認定  

教官は練習生が次の事項について必要な技能を有していると認めなけ

れば単独飛行を行わせてはならない。  

ア．曳航、離陸及び離脱の各操作が安全かつ確実に実施できること。  

イ．索切れ等の緊急時の操作が確実にできること。  

ウ．無線通信機の操作が確実にできること。  

エ．使用する空域とその利用方法を理解した飛行ができること。  

オ．管制機関等との通信ができること。  

  ３）経験の確認  

    教官は練習生が次の経験を有していると認めなければ単独飛行を行わ

せてはならない  

ア．ダイブ・ブレーキ又はスポイラーを使用しない進入及び着陸  

イ．横風での着陸  

ウ．不整地着陸要領  

エ．失速からの回復操作  

  

 ６．練習生の飛行前の確認事項  

１）気象（現況及び予報）、航空情報その他法令により定められた出発前の

確認事項を確認すること。  

    ２）練習空域及び飛行経路を確認すること。  

  ３）課目及び実施要領を確実に理解していること。  

  

  ７．通信設定等  

  １）単独機、曳航装置及び運航管理所間に通信手段を設けること。  

  ２）練習生は管制機関等との通信を行う場合、単独飛行であることを明確に

通報すること。  

 



Ⅱ 野外飛行及び生地離着陸の場合（Ⅰに定める基準のほか、次の基準に

よるものとする）  

 

  １．制限気象条件の設定  

１）使用機の性能、飛行航路、航空交通量及び生地離着陸を行う飛行場等

を考慮し、次の条件を基準にして飛行の安全上適切な最低の気象条件

を設定すること。  

飛行視程     １０，０００メートル  

雲 高        １，０００メートル  

降水現象がないこと。  

  ２）１）の最低気象条件が飛行終了予定の２時間後まで持続すると予報され

ていること。  

    ３）雲量が２／８以上の場合は雲上の飛行を行わないこと。  

  ４）次の単独の野外航法は実施しないこと。  

   ア．日没前１時間後にわたる飛行  

   イ．夜間飛行  

   ウ．凍結が予想される空域の飛行  

   エ．乱気流に遭遇するおそれがある飛行  

  

 ２．経験及び技能の認定  

  １）次の飛行経験を有すること。  

   ア．単独飛行による２０回以上の着陸  

   イ．単独飛行による滞空１時間以上の空中操作  

  ２ )  最初の単独飛行による野外航法又は生地離着陸を許可する前に航法技

術についての技能認定を実施すること。  

 

  ３．飛行の実施計画及び方式の設定  

  １）航路（経路及び高度をいう。以下同じ。）  

   ア．使用機の性能、航空交通量、航路上の地形、障害物、練習生の知識、

技能、経験等を考慮して設定すること  

      イ．広域の山岳地帯、洋上の経路は含まないこと  

    ２）生地離着陸を行う飛行場  

    飛行場諸元、飛行場及びその周辺の航空交通量、練習生の知識、技能、

経験等を考慮して選定すること。  

  ３）航路上の位置通報点及び通報方式を設定すること。  



   ４）位置不明時の方式を設定すること。  

  ５）無線設備故障時の方式を設定すること。  

  ６）飛行場以外の場所に着陸した場合の通報方式を設定すること。  

  

 ４．教官の指導要領  

１）教官は飛行前に次の事項の確認を行ったうえ単独飛行を実施させること。 

ア．航路、離着陸を行う飛行場及び代替飛行場の気象（現況及び予報）  

イ．航法計画及び飛行計画の点検、必要な場合は計画の修正及び予備航路

についての指示  

ウ．航路及びその周辺、離着陸を行う飛行場及び代替飛行場の航空情報の

点検、特に注意すべき情報についての指示  

エ．離着陸を行う飛行場及び代替飛行場の諸元、場周経路への進入及び場

周経路からの離脱要領、飛行計画の提出要領等についての練習生の理

解  

２）教官は以下の状態を知ったときには［Ⅰ－４－３）］の他、必要な指

示を飛行中の訓練生に与えること。  

ア．当該機の機位の把握が不確実になったとき。  

イ．練習生から航法の継続に対し、不安がある旨の報告を受けたとき。  

  

 ５．練習生に必要な知識及び能力  

１）知識の確認  

教官は練習生が次の事項について必要な知識を有していると認めなけ

れば単独飛行を行わせてはならない。  

ア．航路、離着陸を行う飛行場及びそれらの周辺の地形及び障害物  

イ．予備航路及び代替飛行場の選定  

ウ．位置不明時の方式  

エ．無線設備故障時の方式  

オ．予定着陸場に到着し得なくなった場合の処置  

カ．有視界飛行方式による飛行についての航空交通管制要領及び飛行規則

の一般知識（進路権、気象条件、最低安全高度等）  

キ．航空情報の利用  

ク．航法作業時における具体的な見張りの方法  

 

２）技能の認定  

教官は練習生が次の事項について必要な能力を有していると認めなけ



れば単独飛行を行わせてはならない。  

ア．地文航法及び簡単な推測航法の実施及び飛行中における代替飛行場へ

の飛行計画の変更が確実にできること。  

イ．位置通報が確実にできること。  

ウ．飛行中に気象情報の収集及び気象通報ができること。  

エ．生地離着陸を行う飛行場において気象情報の収集及び飛行計画の提出

ができること。  

オ．局地的な飛行障害現象及び物件に対する回避が確実にできること。  

 

  ６．通信設定等  

  １）単独機と教官又は管制機関等（ＡＥＩＳ等を含む）の間に通信手段を設

けること。  

    ２）練習生は管制機関等との通信を行う場合、単独飛行であることを明確に

通報すること。  

 

     ※  この基準における「飛行場」とは、飛行場及び滑空場をいう。  


